
 

平成２７年から「子ども・子育て支援新制度」が始まり、子どもが健やかに成長できる環境や体制を確保するため、地

域の子育てを担う人材の確保と質の向上が求められています。 

豊明市では、保育や子育て支援に関心のある方、これらの事業にかかわりたい方、現在すでにかかわっている方を対象

として、「子育て支援員研修」（地域保育コース：地域型保育）を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本研修   【２日間】 

会  場  桜花学園大学・名古屋短期大学（豊明市栄町武侍４８番地） 
募集人数  ２０名（申し込み多数の場合は調整させていただきます。） 
研修日程 

 
 
 
 
 

専門研修   地域保育コース：地域型保育 【５日間】 

会  場  桜花学園大学・名古屋短期大学（１～４日目）、尾三消防豊明消防署（５日目） 
募集人数  ２０名（申し込み多数の場合は調整させていただきます。） 
研修日程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 開催日 時間 講義科目 

１日目 ６月１７日（土） 9：45～15：30 
児童虐待と社会的養護、子ども家庭福祉、              

子どもの発達、保育の原理 

２日目 ６月１８日（日） 9：45～15：30 
対人援助の価値と倫理、子ども・子育て家庭の現状、

子どもの障害、総合演習 

 開催日 時間 講義科目 

１日目 ６月２４日（土） 9：00～16：20 
乳幼児の生活と遊び、乳幼児の発達と心理、 
乳幼児の食事と栄養、小児保健Ⅰ、小児保健Ⅱ 

２日目 ６月２５日（日） 9：00～17：00 
地域保育の環境整備、特別に配慮を要する子どもへの対

応（０～２歳児）、安全の確保とリスクマネジメント、 
保育者の職業倫理と配慮事項、グループ討議 

３日目 ７月 １日（土） 9：00～16：00 
地域型保育の概要、地域型保育の運営、地域型保育の保

育内容、地域型保育における保護者への対応 

４日目 ７月 ８日（土） 9：00～16：00 講義・演習 

５日目 ７月２２日（土） 9：00～12：00 心肺蘇生法 

「基本研修」と「専門研修」を修了し

ますと、「子育て支援員研修修了証書」が

発行されます。これにより、子育て支援

員として働くことができます。 

この子育て支援員研修（地域保育コース：地域型保育）を

修了しますと、小規模保育所、家庭的保育事業、事業所内保

育所において、保育士の補助として働くことができます。ま

た、保育の仕事に従事する際に有利になることもあります。 

研修日程 ※応募が１０名未満となった場合は開講されませんのでご了承ください。 



 

 

 

【申込方法】こども保育課へ直接、郵送、またはファックスにて受講申込書をご提出ください。 
＜郵送＞〒４７０－１１９５ 豊明市新田町子持松１番地１ 豊明市役所 こども保育課 宛  
＜FAX＞（０５６２）９２－１１６８ 
※基本研修の免除を希望する方で、下記「注意事項」の②③に該当する方は、資格証等の写しを

添付してください。 
 

【申込用紙】こども保育課窓口又は豊明市ホームページからダウンロード 
＜URL＞https://www.city.toyoake.lg.jp/9391.htm 

 
【申込期間】令和５年５月１５日（月）午前９時 ～ ６月９日（金）午後５時（必着） 

 
【そ の 他】・受講の可否については、申込期間終了後、郵送にて通知します。 

・申し込み多数の場合は調整させていただきます。（令和３年度「子育て支援員研修」の基本研修 
受講者と今年度基本・専門研修を同時に受講される方を優先の上、先着順とさせていただきま

す。） 
 
 
 

◎昼食は、各自でご用意ください。近くにコンビニ等はありませんので、事前にご用意ください。 
◎原則として、基本研修を修了しないと、専門研修を受講できません。ただし、次の方は基本研修の免除が

可能ですので、②③に該当する方は、申し込み時に資格証明書等の写しを添付してください。 
① 令和３年度「豊明市子育て支援員（基本）研修」を修了した方 
② 他団体が行った子育て支援員（基本）研修を修了した方 
③ 社会福祉士・幼稚園教諭・看護師・保健師の資格を有し、かつ子どもと関わる業務に携わっている方 

◎次の方はお申込みできません。 
  ・すでに保育士資格をお持ちの方または子育て支援員研修（地域型保育事業）を修了している方 
  ・基本研修または専門研修において全日参加できない方 

◎基本研修と専門研修の全ての講義を受講することで、子育て支援員（地域保育コース：地域型保育）に認 
定されます。 

◎受講修了者には、修了証書を交付します。なお、やむを得ない理由により一部の科目しか履修できなかっ 
た場合は、「一部科目修了証書」を交付します。 

◎本研修は、受講修了者を「子育て支援員」として認定するものであり、修了後の雇用先を紹介及び保証す 
るものではありません。 

◎受講料は無料です。ただし、会場までの交通費は受講者負担となります。 

研修申込 

問合先   豊明市役所 こども保育課 ℡０５６２－９２－１１２０ 
 

注意事項 

https://www.city.toyoake.lg.jp/9391.htm

